
三宅村ふれあい児童公園改修工事の実施に
係る公園内への立入禁止について

三宅村では、今年度から三宅村ふれあい児童公園（神着地区）全
体の改修工事を進めています。それに伴い、公園敷地内で大型重機
などを使用して作業しますので、安全のため公園内への立入を禁止
いたします。

住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきま
すようお願いいたします。

立入禁止期間：令和６年１２月１９日（木）から当面の期間

お問合せ先：三宅村福祉健康課福祉係 電話番号：５－０９０２


